
クレーン等安全規則の一部を改正する省令案の概要

●クレーン等安全規則において、積載荷重１ｔ以上のエレベーターを設置する事業者は、
・設置届を労働基準監督署長に提出すること
・エレベーターの設置後に落成検査を受けること

とともに、建築基準法に規定する一定の建築物のエレベーターについて、
・設置届とあわせて確認申請書、確認済証（※）を提出すること
・エレベーターの設置後に検査済証を提出すること

としている。
（※）昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合（増設時）は、現在、確認済証提出は不要。

●また、積載荷重0.25ｔ以上１ｔ未満のエレベーターを設置する事業者は、
・設置報告書を労働基準監督署長に提出すること
・建築基準法の規定による検査を行った場合を除き、荷重試験を行うこと

としている。

●今般、建築基準法の改正により、クレーン等安全規則が引用する同法の条項にずれが生じた
ため、これを手当てする。

●昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合も、確認済証の提出義務及び荷重試験免除の
対象とする。

施行期日：公布日（予定）

１ 制度の概要

２ 改正の内容
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